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鹿児島港本港区エリアまちづくり（北ふ頭エリア等） 

事業者公募に向けた検討状況について 

 

⑴ サウンディング調査の結果（主な提案，意見） 

① 北ふ頭エリア（４号上屋等，しおかぜ通り） 

・ 事業への参画意向について，事業への関心の強さや事業主体

の可能性を確認できた 

・ 導入機能として，イベントスペースや飲食店併設の休憩所な

どの提案があった 

・ 一方，４号上屋等としおかぜ通りのみの公募では事業性は低

く，事業性の確保には，旅客ターミナルや，他エリアを含む駐

車場や緑地などを事業範囲に含めることが必要などの意見も

あった 

 

② ウォーターフロントパークエリア 

・ 事業への参画意向について，事業への関心の強さや事業主体

の可能性を確認できた 

・ 導入機能として，カフェやマルシェなどの提案があった 

・ 一方，スポーツ・コンベンションセンターの今後の設計プラ

ン等に影響を受けるため，現時点での利活用の検討が難しいな

どの意見もあった 

 

【サウンディング調査の対象範囲】 

 

（事業予定者決定）  
MICE,ﾊﾞﾝｹｯﾄ，ﾎﾃﾙ 

ウォーターフロントパークエリア 

北ふ頭エリア 

ｽﾎﾟｰﾂ･ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

整備予定地  

しおかぜ通り 

４号上屋等 

（上屋及び隣接野積場） 

資料２
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⑵ 公募要項の主な項目 

 

※ 四角囲みが，今回の説明事項 

 

   

① 事業の目的 

 

② 事業予定地の概要 

・ 対象範囲 

・ 法規制の内容 

 

③ 事業提案の内容 

・ 事業コンセプト 

・ 事業内容 

・ 事業計画 

 

④ スケジュール 

・ 公募開始から契約まで 

 

⑤ 活用条件 

・ 主な事業手法 

・ 貸付期間 

・ 貸付料 

 

⑥ 応募者の資格 

 

⑦ 提案の審査・選定方法 

・ 評価委員会 

・ 評価項目，配点 
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⑶ 公募の対象範囲 

 

・ 今回のサウンディング調査の対象範囲である北ふ頭エリアの４

号上屋，野積場及びしおかぜ通りにおける活用策の提案を必須と

する 

 

・ 事業性の確保には，北ふ頭旅客ターミナルや他のエリアも事業

範囲に含む必要があるとの意見もあったことから，北ふ頭エリア

における４号上屋等以外の施設（旅客ターミナル，県営第１駐車

場等），北ふ頭エリアに隣接する桜島フェリーターミナル周辺エ

リアの施設（旅客ターミナル，県営第２・第３駐車場や緑地等）

の活用策を任意で提案することも可能とする 

 

・ ウォーターフロントパークエリアについては，カフェ等での活

用策の提案があった一方，スポーツ・コンベンションセンターの

今後の設計プラン等に影響を受けるため，現時点での利活用の検

討が難しいとの意見もあったことから，北ふ頭エリアなど隣接す

るエリアにおける，エリアコンセプトプランの具体化に向けた取

組状況を踏まえながら，事業者公募の実施時期も含めた今後の進

め方を検討していくこととしている 
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【公募の対象範囲】 

 

北ふ頭エリア 

ｽﾎﾟｰﾂ･ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

整備予定地 

ウォーターフロント 

パークエリア 

桜島フェリーターミナル周辺エリア 

県営第１駐車場 

旅客ターミナル 

（凡例） 必須提案 

任意提案 

しおかぜ通り 

４号上屋 

野積場 

旅客ターミナル西側野積場 

緑地 

県営第３ 

駐車場 

県営第２ 

駐車場 

旅客ターミナル 

ふ頭緑地 
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⑷ 想定される事業手法 

① 必須提案 

エリア 施設 事業手法 

北ふ頭エリア ４号上屋，野積場 鹿児島県港湾管理条例に
基づく使用許可 

しおかぜ通り みなと緑地ＰＰＰ 

 

② 任意提案 

エリア 施設 事業手法 

北ふ頭エリア 旅客ターミナル 

鹿児島県港湾管理条例に
基づく使用許可 

旅客ターミナル 
西側野積場 

県営第１駐車場 

桜島フェリー
ターミナル 
周辺エリア 

旅客ターミナル 

県営第２，３駐車場 

ふ頭緑地 

緑地 みなと緑地ＰＰＰ 

 

【参考 みなと緑地ＰＰＰ】出典：国土交通省ＨＰ 
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⑸ 評価委員会 

① 設置目的 

・ 県の事業者選定の参考として，客観的かつ公平的な視点から

意見を聴くため，外部有識者等で構成する評価委員会を設置  

 

  ② 役割 

・ 公募要項，評価基準等に関する検討，助言 

・ 民間事業者からの提案内容のヒアリング及び評価 

 

  ③ 委員構成 

・ 公募条件に沿って，評価に必要な専門分野を設定 

・ 人選については，専門分野に応じた学識経験者や公認会計士，

行政関係者等を想定 

 

  【想定する専門分野】 

専門分野 理由 
⑴ 都市計画 

建築 
景観 

・都市計画に係る専門的な知見 
・建築・デザインに配慮した施設計画に係る専
門的な知見 
・景観に配慮した計画に係る専門的な知見 

⑵ 地域経済 ・開発に伴う地域経済への影響等に係る専門的
な知見 

⑶ 公認会計士 ・事業収支や経営計画等に係る専門的な知見 
⑷ 官民連携 

 
・官民連携（みなと緑地 PPP 等）の事業手法等
に係る専門的な知見 

⑸ 港湾 
 

・本港区の港湾機能及びエリアコンセプトプラ
ンを踏まえた本港区におけるまちづくりに係
る専門的な知見 

⑹ 観光 ・県全体の広域的な観光の振興に係る専門的な
知見 

⑺ 地域振興 ・賑わいの創出や回遊性向上などによる鹿児島
地域の振興に係る専門的な知見 

 


